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【資料１】



①調査方法
郵送による調査票配布及び回収

②調査対象
市内飲食店営業等許可取得者から抽出
食まち事業関係事業者

③配布数
5,012通（不達数382通）

④回収率
11.2％

調査概要



①基本情報
主な業態、取得許可、従業員数など

②安全・安心な食のまち・さっぽろを目指す
取組について
条例、計画、協定等認知度及び意識調査

③食品衛生法等の改正について
HACCP制度化及び準備状況、電⼦申請など

④健康増進法の改正について
法改正の認知度、喫煙状況について

調査項目



①主な業態、取得許可
外食業でかつ飲食店営業取得が最多

②客席面積
飲食店営業、菓⼦製造業施設では、6割
程度が50m2以下

③従業員数
製造業や給食施設で100名以上の割合が高

くなった。飲食店では2割程度が雇⽤なし。
④食品衛生管理の専門部署等
約半数の施設で専門部署等がない

【Ⅰ 基本情報】



【Ⅱ 安全・安心な食のまち・さっぽろ」を目指す取組について】

１、条例等の認知度について（問1〜4）

①条例 ②推進計画

③⾃主回収報告制度



【Ⅰ 安全・安心な食のまち・さっぽろ」を目指す取組について】

２、食の安全・安心おもてなしの店について
（問5〜5-4）

①制度の認知度 ②制度への取組意欲

③取り組まない理由



【Ⅰ 安全・安心な食のまち・さっぽろ」を目指す取組について】

３、さっぽろ食の安全・安心推進協定について
（問7〜7-2）

①制度の認知度 ②制度への取組意欲

③取り組まない理由



【 Ⅱ 安全・安心な食のまち・さっぽろ」を目指す取組について】

４、各事業のＰＲ方法について（問8）



【 Ⅱ 安全・安心な食のまち・さっぽろ」を目指す取組について】

【参考】市⺠が希望する情報提供方法・媒体
（平成29年度第１回市⺠意識調査結果より抜粋）



【 Ⅱ 安全・安心な食のまち・さっぽろ」を目指す取組について】

５、事業者が想定する各事業への市⺠の
印象について（問9）



【 Ⅱ 安全・安心な食のまち・さっぽろ」を目指す取組について】

【参考】各事業に対する市⺠の印象
（平成29年度第１回市⺠意識調査結果より抜粋）



【 Ⅱ 安全・安心な食のまち・さっぽろ」を目指す取組について】

６、事業者が想定する食品の安全性に関する
市⺠の関心事項について（問10）



【 Ⅱ 安全・安心な食のまち・さっぽろ」を目指す取組について】

【参考】市⺠の食の安全・安心への関心事項
（平成29年度第１回市⺠意識調査結果より抜粋）



【 Ⅱ 安全・安心な食のまち・さっぽろ」を目指す取組について】

７、事業者が想定する市⺠の食の安全・安心に
確保のための取組事項について（問11）



【 Ⅱ 安全・安心な食のまち・さっぽろ」を目指す取組について】

【参考】市⺠の食の安全・安心への取組状況
について（平成29年度第１回市⺠意識調査結果より抜粋）



【 Ⅱ 安全・安心な食のまち・さっぽろ」を目指す取組について】

８、事業者が想定する市⺠が札幌市の取組で
不⾜と考えている事項について（問12）



【 Ⅱ 安全・安心な食のまち・さっぽろ」を目指す取組について】

９、事業者が札幌市の取組で不⾜と考えている
事項について（問15）



【 Ⅱ 安全・安心な食のまち・さっぽろ」を目指す取組について】

【参考】市⺠が札幌市の取組で不⾜と考えている
事項について（平成29年度第１回市⺠意識調査結果より抜粋）



【 Ⅱ 安全・安心な食のまち・さっぽろ」を目指す取組について】

10、事業者が想定する市⺠が事業者の取組で
不⾜と考えている事項について（問13）



【 Ⅱ 安全・安心な食のまち・さっぽろ」を目指す取組について】

【参考】市⺠が事業者の取組で不⾜と考えている
事項について（平成29年度第１回市⺠意識調査結果より抜粋）



【 Ⅱ 安全・安心な食のまち・さっぽろ」を目指す取組について】

11、札幌市の情報発信について（問16）



【Ⅲ 食品衛生法等の改正について】

1、食品衛生法等の⼀部を改正する法律の
認知度等について（問20）



【 Ⅲ 食品衛生法等の改正について】

２、HACCP制度化に向けた準備状況について
（問23）



【 Ⅲ 食品衛生法等の改正について】

３、HACCP制度化に向けた問題点について
（問24）



【 Ⅲ 食品衛生法等の改正について】

4、衛生管理計画の作成について（問25）



【 Ⅱ 食品衛生法等の改正について】

５、さっぽろＨＡＣＣＰについて（問26〜27-1）

①制度の認知度 ②制度への取組予定

③取り組ま
ない理由



【 Ⅳ 健康増進法等の改正について】

②喫煙状況

①法改正の認知度 ③今後の予定


